
 

 

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化 

◆法定雇用率が令和８年に 2.7％に 

 令和５年度より、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行

令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令（令和

５年政令第 44 号）」などの公布により、障害者の法定雇用率

が引き上げられることになりました。 

 ⺠間企業の法定雇⽤率は、令和５年度は現⾏の 2.3％のまま

据え置きとなり、令和６年４月に 2.5％、令和８年７月に 2.7％

に段階的に引き上げられることになります。つまり、現在、従

業員を 43.5 人以上雇用している事業主は、障害者を１人以上

雇用しなければなりませんが、令和６年４月からは 40 人以上、

令和８年７月からは 37.5 人以上に１人の割合で障害者の雇用

が義務付けられることになります。 

 また、障害者を雇用しなければならない事業主は、毎年６月

１日時点での障害者雇用状況をハローワークへ報告、障害者雇

用推進者を選任（努力義務）する必要があります。 

◆障害者の算定方法が変更 

 週所定労働時間が 20時間以上 30時間未満の短時間で働く精

神障害者については、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間

等に関係なく、１カウントとして算定できるようになります。

また、令和６年４月からは、週所定労働時間が 10 時間以上 20

時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者

について、雇用率上、0.5 カウントとして算定できるようにな

ります。 その他、障害者雇用のための事業主支援の強化のた

めに、雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課

題に対応する助成金の新設や、既存の障害者雇用関係の助成金

の拡充が予定されています。 

【厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支

援策の強化について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf 
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４月から出産育児一時金が増額されます 

◆出産育児一時金とは？ 

出産育児一時金とは、健康保険等の被保険者が出産したとき

（妊娠 85 日以後の生産（早産）、死産（流産）、人工妊娠中絶）、

出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給さ

れる制度です。 

◆42万円から 50万円に増額へ 

出産育児一時金の支給額は、公的病院における出産費用等を

勘案して定められており、現在は原則 42 万円（本人支給分 40.8

万円＋産科医療補償制度の掛金分 1.2 万円）ですが、この４月 1

日から１児につき 50 万円が支給されます。産科医療補償制度と

は、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象と

なる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳

性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償する

ものです。 

◆出産費用の状況等 

厚生労働省の令和４年 10 月 13 日第 155回社会保障審議会医

療保険部会資料によると、出産費用（正常分娩）は年間平均１％

前後で増加しています。令和３年度における出産費用（公的病

院・正常分娩）の状況を都道府県別にみると、一番高いところ

で東京都の 56 万 5,092 円（平均値）、一番低いところで鳥取県

の 35 万 7,443 円（平均値）、全国では 45 万 4,994 円（平均値）

です。出産費用の増加要因や地域差の要因として、医療費水準

や物価水準、私的病院の割合、妊婦の年齢等がありますが、最

も大きい要因は地域の所得水準となっています。 

◆出産育児一時金の支給方法（直接支払制度・受取代

理制度） 

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよ

う、協会けんぽまたは健保組合から出産育児一時金を医療機関

等に直接支払う仕組み（直接支払制度）があります。出産費用

としてまとまった額を事前に用意する必要がないので、被保険

者の負担は軽減されます。 

また、直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影

響が大きいと考えられる施設（年間の分娩件数が 100件以

下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が

50％以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所）につ

いては、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金

を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。 

 

4 月の税務と労務の手続提出期限［提出先・納

付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住⺠税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採

用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

17日 

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出［市

区町村］ 

5 月 1 日 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４⽇未満、１⽉〜３⽉

分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 公益法⼈等の法⼈住⺠税均等割の申告納付［都道府

県・市町村］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 1 期＞［郵便局ま

たは銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間 

（4 月 1 日から 20 日または第 1 期目の納期限までのいず

れか遅い日以降の日までの期間） 


